
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  預託金制ゴルフクラブを退会した場合            

Ｑ：預託金制ゴルフクラブを退会しました。

預託金が返還されましたが、相当、損が出て

います。この損失はどのように取り扱われま

すか？                                          

                                              

Ａ： 次のように取り扱われます。 

【解説】 

預託金制ゴルフクラブを退会して預託金の

返還を受けられたということですが、ゴルフ

会員権に係る預託金返還請求権の行使は、通

常、一定の据置期間経過後に、ゴルフクラブ

からの退会を条件に認められます。また、こ

れにより預託金の償還を受けるという行為は、

優先的施設利用権を自ら放棄して、単に貸付

金債権を回収する行為となり、ゴルフ会員権

を譲渡したものとみることはできません。 

したがって、譲渡所得の基因となる資産の

譲渡により生じた損失には該当しないので、

他の資産の譲渡による譲渡所得と通算するこ

ともできません。 

また、これにより償還不足額が生じたとし

ても、その償還不足額は「家事上の損失」と

して取り扱われますので、所得税を計算する

上では何の考慮もされません。 

なお、預託金の額を下回る金額で第三者か

ら会員権を取得していた者が、ゴルフクラブ

からの退会に伴い、その取得価額以上の預託

金の償還を受けた場合には、その所得は、雑

所得となります。 
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